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2023-12-25 こども誰でも通園制度（仮称）の本格実施を見据えた試行的事業実施の在

り方に関する検討会（第４回） 

10時00分～11時45分 

 

○司会 皆様、おはようございます。 

 事務局より御報告がございます。秋田座長におかれましては、本日、御都合により御欠

席となっております。そのため、開催要綱に基づきまして、議事進行は倉石座長代理に進

めていただきます。 

 また、本日は加藤大臣より御挨拶をいただけることになっておりますので、よろしくお

願いします。 

 それでは、倉石座長代理、よろしくお願いいたします。 

○倉石座長代理 皆様、おはようございます。秋田座長に代わりまして座長代理を務めさ

せていただきます倉石でございます。よろしくお願いいたします。 

 ただいまより、第４回「こども誰でも通園制度（仮称）の本格実施を見据えた試行的事

業実施の在り方に関する検討会」を開催いたします。 

 本日はお忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

 今回も対面、オンラインのハイブリッドでの開催となります。 

 初めに、事務局から構成員の皆様の本日の御出席状況と本日の議事の確認をお願いいた

します。 

○司会 本日の構成員の出席の状況でございます。 

 オンラインにて御参加いただいている構成員につきましては、王寺構成員、大川構成員、

北川構成員、駒崎構成員になります。 

 他の構成員におかれましては、対面での御参加となっております。 

 また、本日の議事に関しましては、次第に記載のとおりとなってございますので、よろ

しくお願いいたします。 

 大臣の御出席に伴いまして、ただいま記者の方々が準備をしておりますので、しばらく

このままお待ちいただければと思います。よろしくお願いします。 

○倉石座長代理 本日は加藤大臣が御出席くださいました。 

 加藤大臣より御挨拶をいただきます。よろしくお願いいたします。 

○加藤大臣 皆様、おはようございます。改めまして、内閣府特命担当大臣の加藤鮎子で

ございます。 

 本日の検討会の開催に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 

 こども誰でも通園制度につきましては、2025年度に制度化をし、実施自治体の増加を

図った上で、2026年度から新たな給付として、全国全ての自治体において実施すること

が、先日12月22日金曜日に「こども未来戦略」として閣議決定されました。 

 制度化に向けて、自治体や事業者の皆様方とともに、準備を加速化していく必要がある
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と考えており、令和６年度に実施する試行的事業については、現在、自治体に対して実施

する意向の確認を行っております。 

 この検討会におきましては、制度の本格実施に向けて、さらに検討が必要な事項につい

て、整理いただいているところでありますが、そうした事項を中心に、試行的事業の状況

を踏まえながら、制度の創設に向けた検討や取組を着実に前に進めていきたいと考えてお

ります。 

 また、制度の意義につきましても、熱心に御議論いただいたとお聞きをしており、こど

も誰でも通園制度の活用を通じて、在宅で子育てをする世帯のこどもも、家庭とは異なる

経験や、家族以外の人と関わる機会が得られること、在宅で子育てをする中で、保護者が、

保育者からこどものよいところを伝えられることで、こどもについて新たな気づきを得た

りできることなどは、より多くのこどもたちの健やかな成長を育む上で、大変重要な意義

を持つものと感じております。 

 保護者の就労要件を問わないこととすることにより、これまで保育所等に通うことのな

かったこどもたちについても、保育所等で過ごすことができる機会を保障し、支援してい

くということは、従来の保育・幼児教育とは異なる視点で制度を構築していくという意味

で、画期的な転換になるものと考えております。 

 こども家庭庁としては、引き続き、現場の皆様方の御意見を伺いながら、関係者の皆様

と一体となってこの制度をつくり上げていきたいと考えております。 

 現場の皆様を含む関係者の皆様の引き続きの御理解、御協力について改めてお願いを申

し上げまして、私からの挨拶とさせていただきます。 

 本日もどうぞよろしくお願いいたします。 

○倉石座長代理 ありがとうございました。 

 加藤大臣におかれましては、公務のため、こちらで御退席をされます。 

○加藤大臣 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

（加藤大臣退室） 

○倉石座長代理 プレスの方はここで御退室をお願いいたします。 

（報道関係者退室） 

○倉石座長代理 それでは、早速議事に移らせていただきます。 

 まずは事務局から資料の御説明をお願いいたします。 

○本後課長 それでは、資料の説明をさせていただきます。 

 まず、資料１を御覧いただければと思います。 

 この資料につきましては、前回第３回の会議以降、修正して既に公表している点もござ

います。それから、今般新たに修正した点もございます。そういった点を含めて御説明を

したいと思います。 

 ３ページ目「制度の意義等」の冒頭でありますけれども、こども基本法、これを最初に

出したほうがいいという御指摘がございましたので、最初にこども基本法の記載をしてお
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ります。 

 ４ページ目、最後の「保護者にとっての意義」ですけれども、ここの記載については、

より手厚くすべきだという御指摘がございました。下の２つの点について新たに記載をし

ております。 

 次の５ページ目「保育者にとっての制度の意義」「現行の各制度と比較した場合の意

義」、これは前回の資料ですと逆になっておりましたが、順番をこのような形にしており

ます。 

 ７ページ目、これはこども家庭審議会の子ども・子育て支援分科会において制度につい

て議論いただきました。その内容について紹介をしております。 

 ８ページ目ですけれども、この審議会の議論の中では「今後の留意点や検討事項」とい

う形で、これはどの項目も同じでありますけれども、まとめております。特にこども誰で

も通園制度につきましては、最初の点、利用者について、利用の年齢、こういった議論が

ございました。 

 それから、８ページ目の下から２つ目ですけれども、様々な事業者が参画しそれぞれの

特性を発揮できるような形とする、それから、人件費等の補助をしっかりと講じる、事業

を実施する事業者が基準を満たしている場合には実施できるように、そういった事業実施

上の観点、御指摘がございました。 

 ９ページ目ですけれども、一番下のところ、こども誰でも通園制度を地域の資源の一つ

として整備する、多様な子育て支援サービスを整えて、重層的な見守り機能が発揮される

ような制度設計、主にそういった御意見がございました。 

 その下の○ですけれども、これは先ほど大臣からも紹介いただきましたけれども、こど

も未来戦略、先週22日に閣議決定をいたしました。2025年度に子ども・子育て支援法に

基づく地域子ども・子育て支援事業として制度化し、実施自治体の増加を図った上で、

2026年度から子ども・子育て支援法に基づく新たな給付として全国の自治体において実

施できるよう、所要の法案を次期通常国会に提出する、こういったことを閣議決定してお

ります。 

 なお、（参考）のところにございますけれども、国が定める月一定時間の利用可能枠の

範囲内で利用可能枠を設定することを可能とする経過措置、これは令和８・９年度の２年

間の経過措置を設けることとしております。 

 続きまして、11ページ目「基本的な考え方」の一番下の○でございます。試行的事業

に当たっての保護者への丁寧な説明・周知、これは前回の御指摘に従って記載しておりま

す。 

 13ページ目「親子通園」の部分ですけれども、ここも様々前回御議論がありました。

下から２つ目の○ですけれども、最後の行です。「親子通園が利用の条件となったりしな

いように留意が必要である」、そういったことを記載しております。 

 少し飛びまして、20ページ目の一番下の○です。これは記録等々の記載のところです
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けれども、「日々の記録の事業所等への共有によって、制度の利用を躊躇させることにな

らないように留意が必要」と記載しております。 

 24ページ目でございます。これはシステムの構築の関係ですけれども、一番下の○で

すけれども、時点の修正をしております。補正予算における措置、それから、令和７年度

からの運用を目指して、令和５年度中に仕様書を作成する、こういったことを記載してお

ります。 

 さらに、25ページ目以降でありますけれども、これは前回第３回の資料では、それぞ

れの箇所に制度の本格実施に向けて検討が必要な事項を記載しておりましたが、一覧性の

観点から、内容は変えてございませんけれども、一番後ろ、Ⅴの項目としてまとめて記載

をしております。保護者のやりがい、緊張感に留意した検証、専門性、人員配置をどう考

えるか、次のページですけれども、一時預かりとの関係、利用者の利用可能枠、「月10

時間」等々に関しての御指摘、年齢ごとの関わり方の特徴と留意点をより深めていく必要

があるのではないか、施設・事業所ごとの実施のイメージ、それから、キャンセルの取扱

い、高リスク家庭への支援、障害のあるこどもを受け入れる体制の支援、これは居宅訪問

型という御指摘もございました。こういったことも含めて記載をしております。 

 資料１については以上でございます。 

 あわせて、参考資料についても御説明をしたいと思います。 

 まず、参考資料１でございます。 

 これは第１回のときにお出しをいたしました今年度のモデル事業、その具体的な実施状

況につきまして、新たに仙台市さん、５番目の品川区さん、７番目の川崎市さん、次のペ

ージ、10番目の豊中市さん、この情報を書き加えさせていただいております。 

 さらに、このモデル事業につきましては、３ページ目以降ですけれども、今後自治体の

実施状況について調査を行うことにしております。現在は中間評価ということですので、

御紹介は省略をさせていただきますが、御覧のような項目について調査をしているという

ことで御承知をいただければと思います。 

 続きまして、参考資料２でございます。 

 参考資料２につきましては、これは先ほど御紹介をいたしましたこども未来戦略につい

て、該当部分を抜粋しているものでございます。 

 参考資料３、これも同じく22日に閣議決定をいたしました令和６年度補正予算の概要

について、これはこども誰でも通園制度の周辺の情報として御紹介をさせていただきたい

と思います。 

 １枚めくっていただきまして、保育所等の運営に関する改善事項ということで、こども

未来戦略、それから、令和６年度予算に関する対応について一覧にまとめております。ま

ず、職員配置基準の改善、処遇の改善についてでございます。４・５歳児の職員配置基準

の改善、これはこども未来戦略の中で、４・５歳児の職員配置基準については25対１へ

と改善する、そして、それに対応する加算措置を設ける、最低基準の改正を行う、ただし、
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経過措置として当分の間は従前の基準により運営することも妨げないこととするというこ

とで、もう一つ、こども未来戦略の柱でありました職員配置基準の改善については、最低

基準の改正も行うという形でまとめております。あわせて、３歳児につきましても、４・

５歳児と同様に、これは加算のほうは既に導入をしておりますが、最低基準の改正を行う

こととしております。１歳児につきましては、2025年度以降、改善を進めていくことに

しております。 

 それから、処遇の改善についてですけれども、令和５年の人事院勧告を踏まえ、これは

プラスの5.2％という非常に大きな改善になっております。令和６年度においても、これ

を踏まえた処遇改善を行うこととしております。 

 保育所における負担軽減ということで、左側、ピンク色のところの１つ目ですけれども、

処遇改善加算の関係書類の見直しを行うこととしております。非常に事務負担が煩雑だと

いうことで、処遇改善加算ⅠからⅢの計画書の提出を原則廃止とすることとしております。

さらに、事務の簡素化、令和７年度に向けた加算の一本化について検討していきたいと考

えております。 

 それから、これは予算ですけれども、保育補助者の配置、これは潜在保育士の再就職支

援といたしまして、保育士資格を持つ方も保育補助者として配置できることとする取扱い

に新たにしております。 

 DXの関係、給付・監査等の業務負担が大きいとされる保育現場でのDXの実現に向けて、

行政事務の運用実態を把握し、標準化やデジタル化を進める、こういったことに取り組も

うということでございます。これはデジタル行財政改革の中でも大きな柱の一つに挙げら

れております。力を入れて行っていきたいと考えております。 

 このほか、これは総務省の関係の予算になりますけれども、資料はおつけしてございま

せんが、地方自治体が地方の地域の実情に応じた独自のこども・子育て政策をソフト・ハ

ード両面で実施するために必要な地方財源、これも確保されております。特に地方自治体

の委員の皆様には、総務省の資料を御参照いただけるようにお願いをしたいと思います。 

 続きまして、参考資料４でございます。 

 これは、こども誰でも通園制度に関する予算措置についてまとめた資料でございます。 

 最初の１ページ目をめくっていただきまして、２ページ目ですけれども、これは試行的

事業の概要でございます。令和５年度補正予算という形で計上しております91億円、

「実施主体等」のところを御覧いただきますと、補助単価、預かりに必要な経費は１自治

体当たりの年額ということで、自治体ごとの補助総額の上限を設定しております。それか

ら、個々の事業所で実施される場合の委託料ですけれども、こども１人１時間当たり850

円を基本とし、保護者負担額は１時間当たり300円程度を標準とする、そういった補助基

準としております。 

 それから、システムの関係、これも予算を計上しております。先ほど御紹介いたしまし

たとおり、令和７年度からの運用を目指し、令和５年度中に仕様書を作成するというスケ
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ジュールで進めております。 

 次のページですけれども、この検討会の中でも、施設整備、それから、設備整備につき

ましても、こども誰でも通園制度の対象にすべきであるという御指摘がございました。そ

ういったことも踏まえまして、施設整備の交付金、それから、次のページですけれども、

改修等に関する補助につきましても、補正予算の中で対象にするという取扱いにしており

ます。 

 最後の６ページ目ですけれども、前回、山内構成員から御指摘がありましたこども誰で

も通園制度を実施する場合の財産処分の取扱いについてでございます。財産処分と申しま

すのは、国の補助金の交付を受けて実施している事業に対しまして、その目的と異なるも

のに使う場合には「財産処分」の承認手続が必要であり、原則として国庫納付、国庫に返

納することが必要になります。一方で、こども誰でも通園制度の試行的事業について、多

様な場所で取り組むことを推進する観点から、財産処分手続の弾力化を図ることとしたい

ということとしております。 

 具体的には、２のところですけれども、保育所、小規模保育事業所の空き部屋を試行的

事業の実施場所として転用する場合には、包括的な承認事項とし、国庫納付を不要とする

という取扱いに、これは新たにしようということでございます。この国庫納付につきまし

ては、財産の経過年数が10年未満の施設であろうと、10年以上の施設であろうと、分け

隔てなく国庫納付を不要という形にすることを考えております。近日中に通知を改正した

いと考えております。 

 それから、参考資料５でございます。 

 今ほど御説明いたしました試行的事業についての実施要綱の概要をおつけしております。

これにつきましては、詳細の説明は省略をいたしますけれども、補正予算の成立後、12

月に入りましてから、自治体、事業者に向けてオンラインで説明会を実施いたしました。

800を超える自治体、それから、約1,500の事業所が説明会に参加をされております。現

在、この試行的事業については、実施の希望について自治体に確認をしている段階でござ

います。 

 私からの説明は以上でございます。 

○倉石座長代理 御説明どうもありがとうございました。 

 今回は中間取りまとめ案を皆様に御検討いただくことになっております。先ほど本後課

長より御説明いただいた内容が、前回までの議論をまとめた「現時点での議論の整理」に、

前回の検討会で出ました御意見などを含めました、中間取りまとめ案ということでござい

ます。 

 御意見などを伺ってまいりたいと思いますが、中間取りまとめとなりますので、今まで

の第１回から第４回までの所感でも結構でございます。皆様に御発言いただきたいと思い

ますので、できましたらお一人３分程度でお願いしたいと思っております。御協力をお願

いいたします。 



7 

 それでは、いつものように対面の方は名札を立てていただきまして、オンラインの方は

挙手ボタンをお願いいたします。どうぞそれぞれの御意見をいただければと思います。い

かがでしょうか。 

 では、オンラインの駒崎構成員、お願いいたします。 

○駒崎構成員 ありがとうございます。 

 認定NPO法人フローレンス会長、そして、全国小規模保育協議会理事の駒崎と申します。

どうぞ今回もよろしくお願いいたします。 

 資料に基づいてお話をさせていただけたらと思っております。画面共有は私のほうでや

らせていただいても大丈夫ですか。御配慮ありがとうございます。分量が多いものでして、

なるべく３分でできるように駆け足で行くためにお許しください。 

 御覧になっていますでしょうか。意見書のほう、会場で出ているとよいのですが、大丈

夫でしょうか。 

 今日は２つお話しさせていただけたらと思います。１つ目は、委託料の見直しというこ

と、そして、２つ目が「居宅訪問型保育」も制度の対象にということでございます。 

 １つ目、委託料の見直しです。今回中間取りまとめをしていただきまして、本当にあり

がとうございます。すばらしい制度になることを予感させるものでありまして、大変御尽

力いただいたこども家庭庁の皆様には感謝申し上げたいと思います。 

 一方で、12月７日の事業者説明会に参加しまして、びっくりしました。ここで委託料

が発表されたわけなのですけれども、こども１人１時間当たり850円を基本としというこ

とで、障害児を受け入れる場合はこども１時間当たり400円を加算という具体的な金額が

出ました。これはそのまま公定価格になるわけではないと信じたいわけですけれども、こ

の試行的事業のこうした額が提示されるということは、今後公定価格化されるときに大き

なメルクマールといいますか、ある種のいかりのような形で設定されてしまうということ

が懸念される、危惧されるわけでございます。 

 この事業者説明会で初めて金額を発表されるというのは、まず適切なのかというところ

で疑問を持った部分があることを、正直にお伝えさせてください。本検討会で適切な額と

いいますか、事業者の方々がこれだったらぜひやりたいなと思う、あるいはこれであれば

人件費がちゃんと回収できて、こどもたちのためになる制度ができるということで議論を

されたという形跡がないままで、今回試行的事業で１時間850円という額が提示されてし

まったというのは、いかがなものなのかというところでございます。 

 また、この850円の計算根拠というものが皆目見当がつかないという部分がございまし

て、これはこども家庭庁が常日頃から掲げていらっしゃいますエビデンス・ベースト・ポ

リシー・メーキングという主張とも矛盾してしまう部分があるのではなかろうかとは思い

ます。なかなかこうしたものがないと建設的な議論ができない部分があろうかと思います

ので、ぜひこうしたものもお示しいただけないかというところをお願いしたいと思ってお

ります。 
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 また、そのようなことはないと信じたいのですが、私が手元で計算したところ、これは

空き枠が隙間なく埋まる前提で敷き詰めた場合において、辛うじて公定価格に近い水準に

なる程度の額であったので、もしかしたら１人月10時間の上限でこども誰でも通園制度

に通うこどもが、朝から晩まで隙間なく２時間ずつ敷き詰められて初めてこういう水準に

なるというところになっているのではないか。まさかそんなシミュレーションがあるわけ

ないと思いますけれども、しかし、そうでなければ考えられない程度の額になってしまっ

ている部分、これはなかなか厳しいものがあります。 

 岸田政権の異次元の少子化対策の目玉でありますこども誰でも通園制度が、よもやどな

たも手を挙げたくないような水準の額で執り行われてしまうということであれば、これは

保育事業者の皆さんに失望の念が広がってしまいますので、こうしたことは避けて、多く

の保育園さん、保育事業者さんが喜んでこどもたちのため、親たちのために頑張りたいな

と思われるような水準感というものを、ぜひ開かれたデータと開かれた議論に基づいて検

討していくということがなされると、こうしたデュープロセスをしっかりと進んでいただ

けることを切に願うのですけれども、御見解やいかにお伺いしたいと思います。正直に申

し上げますと、この委託料は大変低い水準でございまして、すごくそういう意味では懸念

してしまったという、これが杞憂であればいいのですけれども、ぜひ御見解をいただけた

らと思います。 

 ２つ目は、従来申し上げております居宅訪問型保育の医療的ケア、重度の障害のある子

もぜひ見捨てないでこの制度に包摂していただきたい、インクルーシブに包摂していただ

きたいと思っております。今回なぜか地域型保育事業の中で居宅訪問型保育のみが排除さ

れている状況になっておりまして、医療的ケアの重度の子たちのみが排除されている状況

になってしまっていること、これはこども誰でもと言っているのですけれども、障害児、

重度の障害児はそこから抜け落ちてしまうということは、「誰でも」という冠やいかにと

思うわけでございます。 

 そこで、居宅訪問型保育の対象である障害児・医療的ケア児の家族の皆さんにアンケー

トを取りまして、お声を聞きましたので、ぜひそうしたことを反映させていただきたい、

この資料を御覧になっていただきたい、時間の関係から全ては説明しませんけれども、ぜ

ひ声を聞いていただきたい。特にフリーコメント、かなり泣けるコメントがあります。通

園したくても不安で通園できなかった、親以外の人と過ごす時間がこどもらしい成長の時

間になると思うという意見であるとか、保育での学びの機会を失うことがあってはならな

い、感情の表出がたとえ難しい子であっても心の中はぐんぐんと成長していくのだという

ような声、喜びの刺激を受けるチャンスを与えてあげたいという声。 

○倉石座長代理 駒崎構成員、５分を過ぎていますので、簡潔にお願いいたします。 

○駒崎構成員 すみません。分かりました。 

 あとはこの資料を御覧になっていただけたらと思っております。ぜひ医療的ケア児の家

族の方々、そして、こどもたちを排除しない仕組み、おつくりいただけたらと思いますの



9 

で、どうかよろしくお願いいたします。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○倉石座長代理 駒崎構成員、ありがとうございました。 

 続きまして、菊地構成員、堀構成員、万井構成員、志賀口構成員の順番で行かせていた

だきます。よろしくお願いいたします。 

○菊地構成員 事前に資料を提出しているのですけれども、画面共有していただいてもよ

ろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 私からは、細かい話なのですけれども、確認事項と少し提言をお話ししたいと思います。 

 ページをおめくりください。３つ確認事項がございます。前回も意見提言をしておりま

すけれども、１つ目が、待遇差ということで、既存の一時預かり事業とこれから誰でも通

園が始まって新たな給付がありますけれども、今後職員の待遇がどのように確保されてい

くのかを確認していただきたいと思っています。２つ目は、契約、キャンセル料の取扱い、

そして、３つ目が、誰でも通園制度と一時預かりの目的をいま一度整理していただきたい

という点になります。 

 ページをおめくりいただけますでしょうか。一つ一つ見ていきます。１つ目、待遇です

けれども、施設型給付の保育所に関しては処遇改善等加算の対象、そして、地域子ども・

子育て支援事業の既存の一時預かりに関しては対象外ということで、これが同一法人もし

くは同一施設で一緒に運営されているケースがあって、その職員の処遇をどうするのか、

そういう複雑な関係性も出てきているところであります。その中で、誰でも通園が入って

きたときに、新たに職員を選任する、ヘルプで兼務するといったときに、どのようにこの

処遇改善が確保されるのかを整理していただきたいと思います。今回人事院勧告で5.2％

という大きな処遇改善がなされている中で、子ども・子育て支援事業、一時預かりだった

り、病児保育の職員さんたちは対象外ということになってしまいますので、そういったこ

とも含めて御検討いただきたいと思っております。 

 では、ページをおめくりください。続いて、契約についてなのですけれども、キャンセ

ル料を市町村から事業者への支払いの対象とすることも可能としつつ、支払いの対象とす

る場合には、予定していた利用者が利用したものとみなすと扱っていただけることは、非

常にありがたい制度かと思いますが、一方で、既存の一時預かりに関しては、キャンセル

料はもらうことができても、加算については放棄しなければいけないということで、そう

いった意味でも、一時預かりと誰でも通園の収入の差が生まれてしまうのではないかとい

う点についても御考慮いただきたいと思います。 

 ３つ目ですね。ページをおめくりください。最後、大きな目的になりますけれども、既

存の一時預かりと誰でも通園の違いが、どうしても私には理解ができないところがまだあ

ります。一時預かりに関してはリフレッシュやレスパイトケア、保護者のケアが大きくう

たわれているのですけれども、実際の現場の保育者たちの声を聞いてみると、目を向ける

べきはこども、こどもに対して経験の機会を与えたいという思いでやっていて、誰でも通
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園の目的とそう変わらない思いでやっているのではないかと思います。そうした中で、ど

うやってこの一時預かり事業、子育て支援事業と誰でも通園制度を分けていって、うまく

この機能を果たしていくのか、改めて中間取りまとめの中でもまだ見えてこない部分があ

りましたので、整理いただきたいと思っております。 

 私からは以上です。 

○倉石座長代理 菊地構成員、ありがとうございました。 

 次に、堀構成員、お願いいたします。 

○堀構成員 堀でございます。 

 このたびの取りまとめに当たりましては、具体的な議論、また、私どもの意見を盛り込

んでくださいまして、ありがとうございます。 

 私からは、所感も兼ねて、これまでの議論、それから、これからのことについて意見を

述べさせていただきたいと思います。中間の取りまとめに向かいまして、具体的な御意見

をいろいろお出しいただいたことと思います。その上で、今後の制度設計に向けまして、

短期的な視点と中長期的な視点、その辺りで意見を述べさせていただきたいと思います。 

 まず、短期的な視点ですけれども、実施に当たっての喫緊の課題といいますか、今回誰

でも通園制度で全てを補うのではなく、前回の議論の中にも出ていたことだと思うのです

けれども、多様な制度の中の一つに位置づく、そういう位置づけかと思います。ただ、そ

の多様な制度というものが非常に可視化しづらいといいますか、そういう形がありますの

で、例えば誠に恐れ入りますが、フローチャート化するような形でお示しいただきますと、

利用者側、それからまた実施側も非常に明確になるのではないか、そうしたことを考えて

おります。 

 もう一点は、保育者の確保、これまでの議論にもありましたけれども、保育者の処遇改

善も含めた形も伴いながらも、乳児保育の質を担保した実施ですね。それは保育の質に着

目した実施が喫緊の課題かと思っております。 

 中長期的な観点からいたしますと、先ほど御説明にもありましたけれども、エビデンス

の収集といいますか、今回実施してみてどうなのか、この辺りを具体的に検証していくこ

とが必要だと思っております。これは短期的な観点で出ることではないと思いますので、

その辺りは継続して検証していくことが必要だと思っております。 

 また、先ほど菊地構成員からもお話がありましたけれども、私もこの一時保育事業との

差別化が非常に難しい現状と課題があると考えております。この一時保育事業等の差別化

なのか、また、統合に向かっていくのか。今回の事業の導入は、例えば他国でいいますと、

フィンランドでは既に就労等の事由によらず保育が必要なこどもの保育が実現されており

ますけれども、先ほどの大臣のお話にもありましたように、もしかしたら長期的にはその

ような在り方も模索し得ることになるのではないか。そうしたことを考えたときに、どの

事業を残して、どのように中長期的に統合していくのかということは、これからも議論を

進めていっていただきたいと思っております。 
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 最後に、研修、それから、本事業に関わる専門家の育成、これは養成校の責任も多少あ

ると思うのですけれども、そうした保育の専門家としてのありようも今後検討していくこ

となのではないかと考えております。 

 以上でございます。 

○倉石座長代理 堀構成員、ありがとうございました。 

 この後、万井構成員、志賀口構成員、内野構成員、山内構成員、それから、オンライン

の王寺構成員、北川構成員という順番で行かせていただきます。 

 では、万井構成員、お願いいたします。 

○万井構成員 私も意見の資料を出していますので、共有をお願いします。 

 今回中間取りまとめということで、我々高槻市では幼稚園型の認定こども園でこの事業

に取り組ませていただいているのですけれども、事業者からの確認事項と意見があります

ので、それをお願いします。 

 まず、年齢区分満３歳になったら対象外になるということなのですけれども、高槻の幼

稚園の多くは満３歳クラスはやっておりません。いわゆる３学年しか幼稚園をやっていな

いのですけれども、それの未就園児クラスというと大体２歳児クラス、年度の途中で３歳

になるところを対象にしているのですけれども、今のところ、来年度これを実施されます

と、年度途中で対象になるこどもがどんどん減ってくる。そうすると、この事業を今年と

同じようなやり方でやりますと、来年度１時間当たり850円という部分の給付がほとんど

なくなって、事業者持ちになってしまう。 

 これが将来、保育所においても、３歳児、満３歳になりますと、２歳児クラスが定員割

れを起こして、その空いている定員で１時間預けようと思っていたら、２歳児クラスのそ

の子が満３歳になってしまった、その子は対象にならないと。近い将来、今はこどもの数

が減ってきていますので、保育所の部分、小規模の事業所部分でも空きが出ると思うので

すけれども、２歳クラスのこどもたちは、保育所に入っているこどもは３歳になっても２

歳のサービスを受けられるのですけれども、未就園というこどもについては、満３歳にな

ったら２歳児クラスでありながらこのサービスが受けられないという部分が、かなり課題

ではないかと。実際に通園制度を来年４月からやり出して、途中から月10時間も受けら

れなくなる、その子が登園しなくなったときに、課題が起こるのではないかと。 

 大阪の高槻におきましては、幼稚園を中心にこの事業を未就園クラスとしてやっていっ

ていただきたいと事業展開を考えていたのですけれども、かなりしんどいかと。ですから、

１歳クラス、いわゆる満３歳にならないクラスでやろうと思うと、多くの幼稚園さんが親

子登園で体験をやられていることが多いのですね。今回は親子登園が長期にならないよう

にという縛りがかかっていっているのですけれども、実情に応じてそういうこどもの新た

な多様な主体との関わりを持つための部分で、親子登園も柔軟に認めていただける方向性

はないのかというのが事業者から、我々も将来、保育所の部分についても満３歳で切ると

いうのが、満３歳から未就園、いわゆる入っていないこどもたちについて何らかの救いの
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手があったほうがいいのではないかと思って、取りあえず意見を言わせてもらいます。 

 以上でございます。 

○倉石座長代理 万井構成員、ありがとうございました。 

 また、後ほど水嶋構成員、尾木構成員にも御発言いただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

 それでは、志賀口構成員、お願いいたします。 

○志賀口構成員 日本保育協会の志賀口でございます。よろしくお願いいたします。 

 私からは、口頭で１点、要望事項を申し上げます。 

 中間取りまとめ案の25ページ「こども誰でも通園制度において求められる専門性、人

員配置」の項目の１つ目の○に「試行的事業においては、令和５年度のモデル事業と同じ

く、一時預かり事業の配置基準と同様とすることとしている。本検討会においては、専任

の保育士を配置し、かつ勤務経験のある保育士の配置が望ましいとの意見があり、令和５

年度のモデル事業や試行的事業の実施状況などを踏まえながら、人員配置について更に検

討が必要である」という記載がございます。10時間という限られた機会の中で、保育現

場が良質な成育環境を提供しようとするとき、欠かせないのは、こどもの情緒安定でござ

います。その点において、専任の保育士の存在は非常に重要であり、その連続的な関わり

がこどもの安心へとつながっていくと考えます。ですから、重ねてのお願いになってしま

いますが、ぜひとも専任の保育士配置が可能となるよう御検討ください。 

 以上でございます。 

○倉石座長代理 志賀口構成員、ありがとうございました。 

 続きまして、内野構成員、お願いいたします。 

○内野構成員 全日本私立幼稚園連合会の内野でございます。御発言の機会をいただきま

して、ありがとうございます。 

 私どもの幼稚園では、誰でも通園制度を大変楽しみに見守っているところでございます

し、できれば私たちが主たるプレーヤーとして、この事業に参入していきたいと思ってい

るところでございます。 

 この取りまとめの中で、多様な価値観に基づく多様な御家庭の子育ての仕方について、

すべからく社会でサポートしていこうという姿勢につきまして、大変賛同するところでご

ざいます。 

 その中で、ともすれば私たちがお付き合いをさせていただいている未就園児の方々、ま

だ幼稚園に入る前のお子さん方の保護者の方々は、こどもと離れるということに対して非

常に恐怖感といいますか、一種のおそれを持っていらっしゃる方々が大変多いと実感して

います。 

 その中で、親子登園が有効であるという御示唆をいただいた中間取りまとめの13ペー

ジでございますが、これにつきましては、大変ありがたい姿勢だと思っておったところで

ございますが、このたび、この中間取りまとめの中で、下から２つ目の○の下の２行のと
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ころでございますが、「保護者にとって親子通園が長期間続く状態になったりしないよう

にすることや親子通園が利用の条件となったりしないように留意が必要である」と、場合

によっては、実施主体の市区町村さんが親子通園をなるべく短くして、なるべく母子分離

を早く実現をさせたいという思いが働いてくるのではないかと懸念しております。 

 今、万井構成員からもありましたように、実際、私たちはどこの施設にも通っていらっ

しゃらない保護者の方々を見ていますと、かなり親子ともに寄り添っていく姿勢が必要な

のかと思っております。その中で、そのこどもの様子を見て、その親子の様子を見て、場

合によっては保護者の方々が遠目にこどもの様子を見守る機会を担保するというような柔

軟な取扱いができるようにしていただきたいと思うのですが、ここに書いている親子通園

が利用の条件となったりしないようにということ、そのこどもの様子に基づいて、私たち

施設が、場合によってはしばらく親子通園をさせていただいてよろしいですかという声か

けの仕方、これを可能なところと捉えさせていただいていいかという確認でございます。 

○倉石座長代理 内野構成員、ありがとうございました。 

 続きまして、山内構成員、お願いいたします。後ほど奥山構成員も御発言をお願いいた

します。 

 では、お願いいたします。 

○山内構成員 発言の機会をありがとうございます。松戸市保育課長の山内でございます。 

 まず、資料の取りまとめ、ありがとうございました。そして、先ほど本後課長からお話

のありました財産処分の取扱いについて弾力的な運用をしていただき、本当にありがとう

ございます。小規模保育施設の多機能化、そして、今後のこども誰でも通園制度の展開に

ついて、大分追い風になるかと考えています。 

 私自身、今回検討してきた全てのこどもの育ちを支えていく、そして、子育て家庭の育

児を応援するといったこの制度の意義はすごくプラスになると思っておりますし、また、

自治体にとりましても、この子育てをする時期は非常に地域を身近に感じられる時期とい

うことで、堀先生からも前にありましたが、ここが充実していくことは、例えば住んでい

てよかったとか、このまま住み続けていたいということにもすごくプラスになるのかと考

えており、自治体にとってもプラスになると考えています。 

 また、幾つか今回課題はありつつも、試行的事業の中でデータを分析、そして、収集し

ていくということについても理解をしており、前向きに考えているところなのです。令和

５年度、私どもも31自治体の中の１自治体としてモデル事業をやらせていただいて、い

ろいろ改めて分かったことがあります。 

 今回制度の意義については非常にいい検討をさせていただいたと思うのですが、実際に

先ほどからお話が出ている事業のお金の話については、なかなかこの検討会の中でも議論

が煮詰まっていないという問題もあるのかと思っています。その中で、私からは３つほど

確認をさせていただきたいと思っています。 

 １つ目は、先ほど駒崎構成員からも話がありましたが、今回の事業所の収入をどのよう
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に想定するのかということです。私どもで積算というかシミュレーションしたところ、敷

き詰めた中で６割５分ぐらいの利用率、入所率がないと、なかなか損益分岐点の中でプラ

スの収支にはならないかということで、事業者も手を挙げはぐっているところが正直ある

のかと思っています。試行的事業ということはもちろん認識している上での確認をさせて

いただきたいと思っています。 

 ２つ目は、この中で健康状態、例えば障害の子などが使うという想定の中でキャンセル

した場合の担保はしていただいていると思います。仮に今回手を挙げて職員は配置したの

だけれども、利用者が全くいなかった場合については、職員を配置したことによる人件費

については事業所や市の持ち出しになってしまうということなのかを、２点目として確認

したいと思います。 

 最後に、今日までが恐らく自治体の公募の手挙げだと考えておりますが、実際、４月の

入所状況によってやれるやれないということもあると思います。せっかくなのでやりたい

とは思っているところなのですが、読めない部分も多いので、確認をさせてください。例

えば新年度に手挙げをしている自治体については、エントリーが途中でもできるのかどう

か、無理な御質問、乱暴な質問かもしれませんが、最後に確認させていただきたいと思っ

ています。 

 以上です。 

○倉石座長代理 山内構成員、ありがとうございました。 

 続きまして、オンラインに行かせていただきます。王寺構成員、その後、北川構成員と

させていただきます。 

 では、王寺構成員、お願いいたします。 

○王寺構成員 全国認定こども園協会の王寺でございます。 

 後ろのほうで意見書を後に見ていただければと思っております。 

 まず、この誰でも通園制度ということが、多くの委員さんもおっしゃっているように、

こどもが主体であること、また、こども基本法及びこどもの権利条約を基に試行的事業が

行われることを強く願っております。 

 また、先ほど本後課長から御説明いただきました中間報告でございますけれども、その

中間報告の中で留意点が挙げられておりました。それについてもはっきりとした検討がな

されないまま試行的事業に向かうことに、不安を覚えております。 

 そして、今回の中間事業の要綱のところで、私どもに意見を述べる機会が与えられてい

なかったことが、大変残念に思っておりました。 

 それでは、１点目、十分に内容、趣旨を理解した上で、０・１・２歳児の発達に即した

見識を持った施設が、しっかりとした実施を行うことを、もう一度確認して希望したいと

思っております。 

 ２点目です。何度も多くの委員さんがおっしゃっているように、一時預かり事業との整

合性がよく分からないという点でございます。まず、この10時間を超えた場合に、一時
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預かりの時間に調整するというのは変わっていないようですので、この説明をしっかりし

た上で整理をして、私どもに示していただけないかと思っております。 

 ３点目が、保育者の専門職、０・１・２歳の専門職は、先ほど申し上げたようにしっか

りと見識を持った人並びに心理士などいろいろな形で専門職が誰でも通園制度の担当とな

れるような、多様な専門職の任用をお願いしたいこと、さらには、その人材確保並びに財

源の確保をもう一度しっかりと確認させていただきたいと思っております。 

 ４点目が、試行的事業実施に当たり、まだ様々な課題があることを踏まえて、今後もこ

のような検討会を中長期にわたり実施していただきたいということ。 

 そして、最後に、この誰でも通園制度は今までにない子育て支援としての視点を持って

いること、それは大臣もおっしゃっていたように、とても画期的なものであると私どもは

思っております。だからこそ、この事業の趣旨をしっかりと皆さんで説明をし、また、み

んなで見据えて、試行的事業の実施の中でさらに検討し、すばらしい制度にしていただき

たいと思っております。 

 以上です。 

○倉石座長代理 王寺構成員、ありがとうございました。 

 続きまして、オンラインの北川構成員、お願いいたします。後ほどまたフロアから水嶋

構成員、尾木構成員、奥山構成員とさせていただきます。 

 では、北川構成員、お願いいたします。 

○北川構成員 社会福祉法人麦の子会の北川です。 

 明日、私の施設が監査のため、オンラインでの参加となりました。よろしくお願いしま

す。 

 そして、まずもって事務局の方々の中間取りまとめ、本当にありがとうございます。私

はこの会議に社会的養護のこどもの立場、障害児の立場から発言させていただいておりま

した。この立場でも、こども誰でも通園制度は全てのこどもを対象にしているということ

は、本当に大変期待するものであります。 

 取りまとめにもありましたけれども、残念ながら虐待を受けて亡くなるこどもが０日、

０歳児が多く、そのため、私の法人ではにんしんSOS相談や妊婦さんの居場所をやってお

りますけれども、何かと事情のある妊婦さんもいらっしゃったり、未受診の妊婦さんもい

らっしゃいます。そういう妊婦さんのこどもが元気にこの世に生まれて健やかに育ってい

くためには、間にこども家庭センターなどが入る必要がありますけれども、この制度との

つながりの中で、子育てが孤立しないようにというためにも、大変重要な意義があると実

感しております。 

 また、障害児の立場からは、本当に障害のあるなしにかかわらず全てのこどもが利用で

きることは、非常に高い人権意識が表れていると思います。また、現状の児童発達を必要

としているこどもが使えなくなるということは十分留意しなければいけませんが、障害の

児童発達支援センターなども、この事業でできることは、児童発達支援センターにはいろ
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いろな職種がいますので、OT、PT、ST、心理など、その強みを生かして専門性も発揮し

て、いろいろなこどもたちや状況に対応できるインクルーシブな観点は、誰でも本当に安

心できる社会につながるのではないかと思います。 

 これまであった制度の壁を越えて、この事業を障害児分野も実施できることは、本当に

こども家庭庁ができた意義を感じるところであります。 

 その意味で、今回の試行的事業の実施についてですが、実は市町村では子育て分野と障

害児分野が分かれているところが多いので、今回試行的においても保育所、認定こども園、

幼稚園や保育事業などが中心となる可能性がありますので、バランスよく障害児分野の児

童発達支援センター等の事業者もこの制度に参画することに関しては、なかなか難しい点

もあろうかと思いますけれども、未来のために国としてぜひ積極的にリーダーシップを発

揮いただき、保育園やこども園との並びで障害児関係の分野の実施も同じくしっかりとで

きるようにしていただいて、今回検証に入れていただくことで、本格的実施につなげてい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 以上です。 

○倉石座長代理 北川構成員、ありがとうございました。 

 それでは、フロアに戻らせていただきまして、水嶋構成員、尾木構成員、奥山構成員、

その後にまたオンラインで大川構成員に行かせていただきます。 

 水嶋構成員、お願いいたします。 

○水嶋構成員 ありがとうございます。家庭的保育全国連絡協議会の水嶋です。 

 中間取りまとめをありがとうございます。29ページの「おわりに」に「こども誰でも

通園制度は、こども基本法の基本的な考え方である『こどもまんなか』を体現するもので

なければならない」とあるとおり、自治体、事業者、利用者も含めて、常にこどもまんな

かで、全てのこどもの育ちを支えていく制度になるために、引き続きこの基本的な考え方

を広めていっていただきたいと思います。 

 次に、３点申し上げます。11ページにあります試行的事業の留意事項の３つ目の○で、

制度の理解促進と不安の解消を図るために、自治体や事業者向け説明会を実施していただ

きました。ありがとうございました。家庭的保育事業者も関心は高く、家庭的保育ならで

はの特徴を生かして本領を発揮していきたいと思っているところですが、市町村が設置運

営基準への適合を審査した上で認可することになっているので、データを収集するために

も、その基準を示すためにも、試行的事業でぜひ実施していただきたいということ。 

 次に、保育人材の確保についてですが、人材が確保されることが不安の解消には重要だ

と思います。ですが、現在はどの業界も人が足りていない。もちろん保育は保育士が行う

のであって、保育士が確保できればよいのですが、人材確保については、働き方をもっと

幅広く考えていくことが必要ではないかと考えます。保育の質の担保は確保した上で、保

育士でないとならないところは保育士、保育士でなくてもよいことは保育士の仕事を補え

る人という観点で働いてもらうという働き方はどうかと思っています。 
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 例えば、我が子が幼稚園に通っている時間だけでも働くことができるならということで、

子育て経験のある方が保育の補助者に、また、製作や保育室の飾り付けなどが得意な美大

を出たような方がその分野の手伝いをできるならということで、こどもの中で働いてみた

いということをおっしゃった方がいらっしゃいまして、実際に以前製作など美術関係が大

得意な方が保育のサポートとして来てくださっていました。誰よりも上手で、速くて、製

作の準備やアイデアを提供してくださって、そういう今までその人が培ってきたもの、得

意としてきたことなどを生かす意味で、いろいろな人がこどもに関心を持ち、こどもの育

ちに関わることも、一つの在り方ではないかと思います。保育士の確保は引き続きお願い

したいところなのですが、誰でも通園制度が進むにおいて、人材確保という意味では、そ

ういう働き方も必要ではないかと思っています。 

 最後に、駒崎構成員も言われていましたが、こども１人当たり１時間850円の根拠、説

明をしていただきたいと思いました。これでは事業者が広がるのかという不安もありまし

て、このことに関しても給食を提供する場合と、アレルギーなどでお弁当持参の方もいる、

利用時間によっては午前中だけで帰ってしまって給食は必要ない、午後だけの利用等、利

用の仕方によっては給食は全く関係ない人もいます。そういうところはどうなるのかと思

いました。こういうことを事業者が意欲を持って手が挙げられるような検討を今後もして

いっていただきたいと思いました。 

 以上です。 

○倉石座長代理 水嶋構成員、ありがとうございました。 

 それでは、尾木構成員、お願いいたします。 

○尾木構成員 ありがとうございます。尾木でございます。 

 この中間取りまとめ案について、２点意見を申し上げたいと思います。 

 まず、４ページで「保護者にとっての意義」というところです。ここに記述されている

ことに加えて、こども誰でも通園制度の利用が、親子が地域の様々な社会資源につながる

契機になり得るというところを加えていただけたらと思っています。実際に利用する保育

施設等とのつながりができることだけでなく、１つどこかの保育施設や地域子育て支援拠

点を利用することが、様々な情報や人とのつながりを広げ、地域にあるいろいろな資源を

活用しながら、保護者が主体的に子育てをすることにつながるということも「保護者にと

っての意義」に加えていただけたらと思っています。 

 もう一点、13ページの「試行的事業実施の留意点」の「共通事項」の２つ目の○のと

ころに親子通園のことが書かれていますが、親子通園が、上から５行目で「事前面談の代

わりにもなる」という表現があるのですが、これは誤解を招きやすい表現ではないかと思

っています。親子通園であれば事前面談が必要ないということでは決してないと思います

ので、実際にその様子を観察することによって、追加情報や付加的な情報を得られるとい

う程度にしていただかないと、親子通園だからもう突然来てもいいのだと解釈する事業者

あるいは自治体等があると困るのではないかと思いました。 
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 以上になります。 

○倉石座長代理 尾木構成員、ありがとうございました。 

 それでは、奥山構成員、お願いいたします。 

○奥山構成員 ありがとうございます。子育てひろば全国連絡協議会、奥山でございます。 

 今回のこども誰でも通園制度ですけれども、特に就園前の在宅の子育て家庭の支援を行

ってきた立場から、全てのこどもたちが一定程度の時間保育が可能となるという今回の制

度に、非常に期待をしているところです。 

 日々親子で地域子育て支援拠点で過ごす中で、親もこどもも成長する、その中にあって、

また一つの機会として親と離れる、こういった機会の中でこどもが成長し、親もいろいろ

な人に手伝ってもらっていいのだという感覚を身につけられるという意味で、非常に大事

な制度だと思っております。 

 その中で、私から意見書も出させていただいたのですが、４点ほど手短にお話をしたい

と思います。 

 まずは、今、尾木構成員からもありました「保護者にとっての意義」、非常に高いと思

っております。一方で、不安の高い保護者にとっては、保育者のアドバイスや育児方法の

模範といったものが素直に受け止められない方々もいらっしゃると思っています。そこへ

の配慮も当然お願いできればと思っております。保護者が子育てについて自信を高められ

るよう、エンパワーメントの視点が重要であると思っています。その背景には多様な課題

があると思いますので、利用者支援事業であるとか、それから、今後指定されてくると思

いますが、地域子育て相談機関との連携なども視野に入れていっていただきたいと思って

おります。 

 ２点目です。８ページのところに様々な事業者の参画のことが書かれています。そうい

った意味では、必要な人件費の補助にもしっかり対応していただきたいと思いますし、基

準を満たしている場合は、しっかりと参入ができるように御配慮いただければと思ってお

ります。 

 次に、20ページです。記録のことについて御議論があったと思っております。記録の

取り方につきましても、保護者の同意を求めていくという観点から、どのような内容を記

載すればいいのか、こういったことも試行的実施の中で検討をしっかり検証していく必要

があろうかと思っております。 

 最後に、４点目として、いわゆる委託料のことです。多くの委員から御意見があったと

思っております。もう既に私どもも一時預かり事業などをさせていただいておりますが、

事業を実施するに当たって、一時預かり事業の委託料との関係ということで、事業者とし

ては気になるところでございますので、ぜひしっかりその辺りのことはご検討いただけれ

ばと思います。 

 以上です。 

○倉石座長代理 奥山構成員、ありがとうございました。 
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 続きまして、オンラインで大川構成員、お願いいたします。その後、フロアに戻りまし

て、原田構成員、竹原構成員の順番で御発言をお願いいたします。 

 それでは、大川構成員、お願いいたします。 

○大川構成員 栃木市長の大川でございます。大変お世話になります。 

 このたび、中間報告が整理されて、少しずつ分かりやすくなってきたなという気がして

おりまして、大変お疲れさまでございます。 

 2026年本格実施に向けて、来年度に試行的事業が実施されるということでありまして、

本市におきましても現在９園、そして１施設ということで、10の新たな希望が出てきて

いるということで、大変関心を持っていただいているところであります。 

 しかしながら、今、皆様から発言がございましたように、まだまだ課題があるのではな

いだろうかと思っております。まず、制度の理解の必要ということでありますけれども、

先ほど説明の中で、保護者への丁寧な説明をしていくということでありますけれども、利

用を進めるに当たり、発言の中にあった一時預かりとの違い、また、本当に必要とされる

家庭を見つけながら利用につなげていかなければならないということでありますので、制

度の理解がまずは必要ではないかと思っています。 

 また、実施するに当たりまして、発言の中にもありましたように、保育士の人材の確保、

それから、財政負担の問題があると思います。現在のモデル事業では、自治体の負担割合

が10分の１、また、試行的事業については３分の１の負担ということになってまいりま

す。人口によって予算規模が違っているということでありますけれども、試行的事業、ま

た、本格的事業に当たりまして、都道府県の関わりがどうなっているのかをお伺いしたい

と思っております。これはあくまでも国と地方自治体だけの負担の問題なのかどうか、ま

た、この制度に関しての都道府県の関わりはどうなのかを伺いたいと思っています。 

 以上です。 

○倉石座長代理 大川構成員、ありがとうございました。 

 それでは、フロアに戻りまして、原田構成員、お願いいたします。 

○原田構成員 ありがとうございます。七尾市子育て支援課長の原田です。 

 私からは個人としての所感と、また、自治体職員という立場として、本格実施に向けて

検討していただきたい点についてお話しいたします。 

 まず、今回の検討会に参加させていただきまして、非常に感謝をしているところであり

ます。こどもや子育て家庭に関わる専門の皆様方のそれぞれの視点からの意見を聞くこと

で、非常に私どもにとっても刺激になりまして、また、制度をつくり上げていくような過

程を感じることができました。 

 さらに、こども家庭庁の職員の皆様におかれましては、私どもはモデル事業を行ってお

ったのですけれども、そちらの自治体にまで来ていただきまして、事業所であったり、ま

たは利用者の意見を丁寧に拾い上げることで、このような制度ができていることを感じて

おります。非常に御苦労があったと思います。中間取りまとめ、お疲れさまでありました。 
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 そのような中で、本格実施を進める際に、継続的に検討していく必要があるのだろうと

思うところを２点お伝えいたします。 

 １点目は、これまでにもいろいろお話が出ていますけれども、利用可能枠についての上

限です。これについては、令和８年度の本格実施までに利用者、また、事業者の意見を聞

きながら、柔軟な対応ができるようにしていただきたいというところが１点目です。 

 もう一点は、システムの構築についてです。こちらのシステムは利用者である保護者と

事業者、また、自治体の３者が利用するものとなると思われます。そこで、使いやすい、

分かりやすいシステムにしていただきたいということであります。利用者は、特に支援が

必要な世帯などは、このようなシステムを使って申込みをする、利用するというところは

なかなかハードルが高いように思いますので、極力分かりやすく利用しやすいといいます

か、使いやすいものにしていただけるような工夫をしていただきたいと思います。 

 以上であります。今回の検討会、ありがとうございました。 

○倉石座長代理 原田構成員、ありがとうございました。 

 続きまして、竹原構成員、お願いいたします。 

○竹原構成員 ありがとうございます。国立成育医療研究センターの竹原です。 

 まずは中間取りまとめ、24ページ以降、これがまとまったということは、非常に重要

なことかと思っています。特に整理が必要な事項ということで、これまで３回議論してき

たことの中で課題が明確になって、さあ、これを来年度以降どうやって取り組んで改善し

ていくのか、議論していくのかということが明確になったのは、これまでの一つの大きな

成果かと思います。 

 その点に関してコメントさせていただきたいのですが、前回の私のコメントとやや重複

するところがございますが、まず、来年度の試行的事業が実施されるというところで、こ

の24ページ以降に書かれた整理が必要な事項に関して、きちんと定量的もしくは全国的

な情報を収集して評価をする、議論をする、ベースをつくることが非常に重要ではないか

と思います。この事業を実施するときに、各事業者さんや地方公共団体から事業実績報告

書のようなもので情報収集すると思うのですけれども、年度末に１年分をまとめてそこで

振り返ってもらう形よりは、事前にこのようなデータを取ってほしいので１例ずつ積み上

げてくださいとお願いをする形で調査の項目を組んでおいたほうが、より深いデータがし

っかりとした形で、欠損がない形で取れるようになると思いますので、ぜひ今の段階で具

体的にどういう項目を取って来年度議論するのかを深く検討しておくことが必要かと思い

ます。また、事業実績報告書に加えて、保育者さんや利用されている保護者の方にアンケ

ートをすることも含めて検討することが必要かと思います。 

 もう一点ですけれども、今回のモデル事業の中間取りまとめの資料、参考資料１で、自

治体の活動のところで、ユニークな活動をされていてうまくいっているケースもたくさん

報告されているのですけれども、今の時点だと、それをほかの事業者さん、ほかの自治体

さんがまねしようと思っても、なかなかできるような状態になっていないので、ぜひ来年
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度、試行的事業を実施した自治体さん、それから、事業者さんたちから、こういった形で

好事例を集めて好事例を具体的に広められるような情報の共有の仕方、そういう場をつく

ることもぜひ御検討いただければと思います。 

 以上です。ありがとうございました。 

○倉石座長代理 竹原構成員、ありがとうございました。 

 それでは、小野構成員、お願いいたします。 

○小野構成員 福岡市の小野でございます。発言の機会をいただき、ありがとうございま

す。 

 こども家庭庁の皆様におかれましては、資料の取りまとめ、どうもありがとうございま

した。 

 福岡市も今年度モデル事業をやってみて、利用者のニーズも様々であろうと考えている

ところでございます。利用時間のところが先日からずっと議論になっていましたけれども、

10時間の話ですね。午睡前に帰るような、４時間や３時間で帰るようなお子様もいる一

方、家庭の状況を踏まえて、１日８時間毎週預けたいという家庭もいると認識していると

ころでございます。そのために、福岡市の今年度の状況を見て、月10時間では足りない

と感じていた、考えていたところでございました。 

 そのような中、試行的事業におきましても、10時間を超えて実施する場合も自治体独

自の実施を妨げないという見解を示されていると認識しております。そのような場合、一

時預かり事業を活用することになろうかと思っているところでございますが、一時預かり

事業は現在でも助成が不十分という事業者からの声もいただいているところでございます。

そのため、今後一時預かり制度の拡充と自治体の財政措置の充実をお願いしたいと考えて

いるところでございます。また、構築予定のシステム、誰でも通園制度のシステムにつき

ましても、一時預かりにも対応できるようなシステム、そういう視点でシステムの構築を

お願いしたいと考えているところでございます。 

 あと、今回誰でも通園制度の補正予算というか、事業の補助の状況を見ると、人口100

万以上の自治体に対する補助の上限額が、人口１人当たり少ないのかと感じているところ

でございます。人口規模に応じた上限額の設定も今後お願いしたいと思っているところで

ございます。また、ほかにも満３歳児になったら対象外になるであるとか、障害児の加算

も施設の状況を見ると足りないのかと考えているところでございます。 

 このように、まだまだ課題があると思っておりますので、今後試行的事業の実施の状況

であったり、各自治体や事業者の意見を今後も聞きながら、すばらしい制度をつくるべき

であろうと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○倉石座長代理 小野構成員、ありがとうございました。 

 これでオンライン、フロアの各構成員から御発言いただいたものと理解しております。

皆様から次年度の試行的事業の実施に向けて、制度そのものを前進させていくという意味
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で賛同いただきながら、なおかつそのための様々に必要なことについて、項目の御質問を

いただいたところでございます。御意見もいただきました。 

 それでは、事務局から御質問や御意見について御回答をお願いいたします。 

○本後課長 ありがとうございます。 

 まずは、今回中間取りまとめを行うに当たりまして、９月以降、４回、非常に短い時間

の中で密度の濃い御議論をいただいたと思っております。非常に我々の反省すべきところ

でありますけれども、９月の時点ではまだどうやって制度を行うのか曖昧であったところ、

この検討会において非常に様々な観点から御議論いただきまして、こういった形で試行的

事業をスタートできる、あるいは制度そのものの意義、しっかりどういったところが大事

なのかを明確にできる、そして、今ほど皆様から御指摘いただいたような様々な課題、こ

れを整理することができる、ここに至ることができました。これは皆様の今までの御議論、

それから、御指摘の結果だと思っております。本当に感謝しております。ありがとうござ

います。 

 今、御指摘をいただきました点、まだ少しお時間があるようですので、できるだけお答

えをしていきたいと思います。少し長くなりますけれども、御容赦をいただければと思い

ます。 

 まず、駒崎構成員ほか数名の方から委託料850円の関係について御指摘をいただいてお

ります。これは補正予算で成立をし、スピード感を持って実施するということでありまし

たので、検討会の中で事前にお示しをするといった手続を踏めなかったということについ

ては申し訳なく思っております。御容赦いただければと思います。 

 この850円の考え方でございますけれども、これは2026年度から給付化することを見据

えまして、給付化するということでありますと、当然利用に応じた支払いになってまいり

ます。そういったことを想定いたしまして、こども１人１時間当たりという料金を設定さ

せていただいているということでございます。 

 例えば試行的事業の定員が６人、同じ時間に６人のお子様をお預かりする、そういう事

業者ですと、委託料が850円プラス利用料が300円、こども１人１時間当たりの収入は

1,150円になりますので、先ほど来、何人かの方から御指摘がありましたけれども、完全

にきつきつで６人が常にいる状態でありますと、１時間１人当たり1,150円掛ける６人、

例えばその事業所が８時間開所しているといたしますと、掛ける８時間、これが１日分の

収入になりまして、土日を除く平日22日開所ということになりますと、それに掛ける22

日ということになります。そういった計算の仕方になるということでございます。 

 定員６人がきつきつでいる状態ですと、これは単純に1,150掛ける６人掛ける８時間掛

ける22日開所で計算をいたしますと、月の収入は最大で121万円という形になります。こ

ういった形で計算をしていただくことになります。実際の受入れがきつきつではなく５割

程度ということになりますと、掛ける５割ということになりますので61万円、実際の受

入れが８割程度と仮定すると、収入は97万円ということになります。 
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 この定員６人という事業所で保育の保育士、その他職員を何人配置し、さらにその他事

業費、事務費を含めてどれぐらいになるのかということとこの収入との関係ということで、

運営がどのように可能になるのかが出てくるということかと思っております。この試行的

事業の中では、委託料850円ということで実施をしてまいります。こういったことが実際

現場で事業を実施する中でどういった形になるのかはよく見極めながら、制度をスタート

いたしますときには、御指摘のありました公定価格という形で決めていくことになります

ので、そういったことに向けまして、さらに検討を深めていくことになろうかと思います。 

 それから、駒崎構成員から御指摘のありました居宅訪問型のタイプでありますけれども、

これにつきましては、中間まとめでも整理をさせていただいております様々な観点を踏ま

えまして、検討していくことになろうかと思います。 

 菊地構成員から御指摘のありました処遇改善加算等、保育所との待遇の関係、こういっ

た点も公定価格の設定の中でどういった形で行うべきなのかを考えていくことになろうか

と思います。 

 キャンセルにつきましても、これは中間まとめでおまとめいただいていますように、試

行的事業では既にキャンセルの対応をお示ししておりますが、これも状況を見ながら検討

していきたいと思います。 

 一時預かり事業との関係、これは多くの方から御指摘をいただきました。課題として整

理されたものの中で、非常に検討を要する大きな論点だと考えております。拡充すべきと

いう御指摘もありましたけれども、一時預かり事業、事業の目的の差はもちろんあります

が、大きな違いということで行きますと、一時預かり事業は予算事業でございます。予算

の中で実施をしていくことになりますので、給付であるこども誰でも通園制度とはそもそ

も形のつくりが違ってくるということになります。 

 今まではこども誰でも通園制度がない中で一時預かり事業をやっておりましたので、自

治体によって非常に様々な活用のされ方をしていたかと思います。パートタイムで働く方

の長い時間の一時預かりも含めて実施していた自治体さんも多くあると思います。こども

誰でも通園制度が全国で実施される、そして、月一定時間までは全ての未就園児において

確保されるということ、こういった制度を前提にした上で一時預かりの事業がどうあるべ

きなのかということは、もう一度しっかりと考えていく必要があると思っております。中

間まとめ、まとめていただきました論点に従いまして、整理をしていきたいと思っており

ます。 

 それから、堀構成員から御指摘をいただきましたこども誰でも通園制度で全てを受け入

れるということではなく多様な制度の中でどう位置づけられるのか、こういったことをフ

ローチャート化して整理をしてほしいという点、北川構成員からも様々な事業体との関係

を御指摘いただいていたかと思います。これは様々な事業がございます。とりわけ昨年の

児童福祉法改正の中で、児童虐待あるいは要支援、支援が必要な御家庭、お子様に対する

支援は、非常に充実をさせてきているということもございます。こういった制度、それか
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ら、こども家庭センターあるいは令和６年度から実施されます地域子育て相談機関、こう

いったこととの関係をどう考えていくのかも含めて、これはフローチャート、何かの形に

なるような整理を検討していきたいと思っております。 

 それから、研修についても御指摘をいただきました。これは専門家の育成という観点で、

少し長い視野になるかもしれませんけれども、検討していきたいと考えております。 

 それから、万井構成員から御指摘のありました満３歳児の課題でございます。これは制

度的には満３歳までということで整理をしております。満３歳以上のこどもにつきまして

は、教育・保育給付の１号認定、それから、施設等利用給付の１号認定、これを受けるこ

とが可能と、制度上そういった整理になっておりますので、これとの関係で満３歳未満と

整理をしております。 

 例えば教育・保育給付の１号認定を受けた上で、幼稚園、認定こども園の満３歳児クラ

スに入園するだとか、３歳児クラスがなくても年少クラスに満３歳で入園している、全国

的に見るとそういった取組をしているところも多いようでございます。あるいは、プレ保

育という形で称して引き続き預かりを行う、そういった取組を行っている園もございます。

そういったことも含めまして、これはこども誰でも通園の制度の中というわけにはまいり

ませんので、そういった満３歳になったお子さんをどう支援していくのかという枠組みの

中で検討していくことが必要なのかと思っております。 

 こども誰でも通園制度、これは御案内のとおり、こども・子育て支援納付金、いわゆる

新しく作ります支援金を充当する事業でございます。この支援納付金については、これま

で比較的支援が手薄だった妊娠・出産期から０から２歳のこどもに係る支援から充当する

こととしておりますので、こうした趣旨を踏まえましても、こども誰でも通園制度の対象

は満３歳未満ということにしております。満３歳以上のお子様に対する支援、これは今の

枠組みの中で検討していく必要があるのかと考えてございます。 

 それから、万井構成員ほか多くの構成員から親子通園に関する御指摘もございました。

これも検討会の最初のときから御提案をいただき、毎回かなり有効であるとか、だけれど

も、あまり行き過ぎるとどうなのかという御指摘、両方の御指摘があったかと思います。

今、まとめていただいていることを前提としながら、試行的事業の中で運用を確認しつつ、

整理をしていきたいと思っております。 

 それから、志賀口構成員から御指摘がございました専任の保育士というお話でございま

す。人材に関しましては、水嶋構成員からも保育士だけではなくて保育士以外の方もとい

う御指摘もございました。これは非常に重要な観点だと思っております。人材の確保とい

うことと事業の質をどう確保するか、制度の根幹に関わるような部分だと思っております

ので、ここは試行的事業については今の一時預かりと同様、半分が保育士という形で実施

をしながら、どうあるべきなのかということをしっかりと検討する必要があろうかと思っ

ております。 

 内野構成員からいただいた親子通園に関しましては、先ほどお答えしたとおりでござい
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ます。 

 それから、山内構成員からいただきました試行的事業の手挙げの関係ですけれども、こ

れは御指摘いただきましたとおり、現在、各自治体から希望を取っているところでありま

す。今後その状況も踏まえまして、例えばもう予算枠いっぱいいっぱいですと、追加はで

きないということになりますので、そういったものを見ながら検討をしていきたいと思っ

ております。 

 王寺構成員からいただきました一時預かり、これは先ほどお答えしたとおりでございま

す。 

 継続的に検討、これは何人かの方が言っておられたと思います。今回中間取りまとめと

いうことでまとめさせていただきまして、年が明けますと、法案を国会に提出して審議す

るということがございます。その過程の中で、今の時点でどういった形で継続できるとい

うことを申し上げられる段階ではありませんけれども、多くの方におっしゃっていただき

ましたとおり、実際に実施される皆様、それから、自治体の皆様、知見をお持ちの有識者

の皆様、様々な多くの皆様の御参画を得て、共に一緒につくり上げていくことが、この画

期的な事業を行う上では非常に重要だと思っておりますので、こういった意見を交わしな

がらつくっていくことは重要だと思っております。検討の仕方については、今後検討を進

めていきたいと思っております。 

 それから、北川構成員からもいただきました事情がおありの妊婦さん、それから、障害

のあるお子様、様々な家庭を踏まえた対応、これはほかの制度とも連携しながら確保して

いく必要があると思っております。フローチャートということはありましたけれども、そ

ういった中で整理をしていきたいと思います。 

 試行的事業の中で、障害児も利用できるようにということがございました。これは今、

全国で希望を聞いておりますので、そういった状況を見ながら、まずはどういう状況なの

かを見てみたいと思っております。 

 それから、水嶋構成員からいただきました人員の関係、これは先ほどお答えしたとおり

です。 

 それから、委託料についてもお示しをいたしました。 

 尾木構成員からいただきました点につきましては、これは座長とも御相談をしながら反

映の方法について考えていきたいと思います。 

 奥山構成員から保護者の意義、これはもう再三御指摘をいただいております。利用者支

援事業、それから、地域子育て相談事業との連携、これは先ほどのフローチャートという

ところとも関係すると思いますので、整理をしていきたいと思っております。 

 記録の関係、委託料の関係、これも既にお示ししたとおりでございます。 

 大川構成員から試行的事業の実施についても御指摘をいただきました。 

 それから、制度の理解、これは前回栃木市さんの御指摘を踏まえて中間取りまとめの中

に記載をさせていただいております。 
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 都道府県の関わりという御指摘がございました。これは失礼いたしました。説明の中で

触れるべきだったとは思いますけれども、参考資料２を御覧いただければと思います。こ

ども未来戦略の中で、都道府県の関わりについて、これは支援金を制度化することとの関

係で、年末の予算編成の過程の中で整理をすることとされておりましたが、８ページです

けれども、字が小さくて恐縮ですが、※46というものがございます。現物給付であり、

地域によって提供体制の整備状況が異なることから、類似する現行制度における財源構成

も踏まえ公費により一部を負担することとし、支援納付金が２分の１、その残り２分の１

を公費、そして、その公費の内訳として、国４分の１、都道府県８分の１、市町村８分の

１とする、これは給付化した2026年度からこういった形にすることにしております。全

市町村で実施ということになりますので、このときに都道府県の負担を導入するという形

で整理をしております。 

 それから、原田構成員から御指摘がございましたシステム等に関しましても、これは当

然３者が利用しますので、使いやすい、分かりやすいシステムをということ、これは今、

仕様書をつくっている段階でも、しっかりと念頭に置きながら検討をしているところであ

ります。 

 竹原構成員から試行的事業に関してのデータの取り方、御指摘がございました。これは

御指摘のとおりだと思っております。事業を実施する段階からこういったデータを取って

ほしいということをしっかりと整理をいたしまして、自治体の皆様にお示しをしていきた

いと思っております。 

 それから、好事例の展開についても御指摘のとおりだと思いますので、整理をしていき

たいと思っております。 

 すみません。長くなりました。最後、小野構成員から御指摘がございましたけれども、

一時預かりの拡充ということにつきましては、先ほどお答えをさせていただいたとおりで

す。一時預かり事業については予算事業という形になりますので、誰でも通園制度を前提

とした上で、この予算事業である一時預かり事業がどうあるべきなのかを改めて整理をし

ていく必要があると考えております。 

 試行的事業の中で100万人以上の枠、御指摘がありました。これは非常に人口規模が大

きくなってしまうので、どうしてもここの額をあまり大きくすると、予算全体が非常に大

きくなってしまいますので、御容赦をいただければと思います。 

 様々意見を聞きながら、すばらしい制度にしてほしいという御指摘がございました。こ

れは御指摘のとおりだと思います。非常に大きな制度改正になりますので、制度をつくる

ことになりますので、引き続き皆様の御意見、御指摘、様々いただきながら、あるいは試

行的事業を実施しながら、国民の皆様の期待に応えられるような制度を皆さんで、私たち

も含めて一緒になってつくっていければと思っております。どうもありがとうございます。 

○倉石座長代理 ありがとうございました。 

 事務局からは、一人一人の委員の御意見、御質問に対して丁寧にお答えいただきまして、
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ありがとうございました。 

 本日出ました御意見につきましては、事務局において引き続き検討事項としていただく

ように、改めてお願いをいたします。 

 資料１の中間取りまとめ案につきましては、本日の議論を十分に踏まえ、修正・追記を

したもので、本検討会の中間取りまとめとして了承とさせていただきたいと考えておりま

す。 

 修正等につきましては、秋田座長と私で相談の上、一任とさせていただければと存じま

すが、皆様、よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 本検討会は、本格実施を見据えた試行的事業の実施に向けた試行的事業実施の在り方を

整理することを目的としたものでございまして、中間取りまとめをもって、本検討会の目

的は果たしたものと考えております。 

 皆様方におかれましては、これまで様々な角度から多くの御意見を賜りまして、大変あ

りがとうございました。 

 ここで、本日御欠席の秋田座長からコメントをいただいておりますので、僣越ですけれ

ども、私から代読をさせていただきます。 

 委員の皆様。 

 取りまとめの最も大事なときに、当方が左目の網膜剝離手術のために大事な会議を座長

でありながら欠席をすることになり、誠に申し訳ございません。 

 試行実施の取りまとめに書かれたように今後検討すべき論点もまだまだありますが、こ

こまで来られましたのは委員の皆様のおかげです。 

 最後、座長一任の部分につきましては、事務局の皆様とも十分相談し完成に向けて整え

たいと思っております。 

 これまでの御協力に心より感謝御礼を申し上げます。 

 秋田喜代美。 

 以上、代読させていただきました。 

 それでは、これで今回の検討会は閉会とさせていただきます。 

 改めまして、これから新しい保育の形が進められようとしております。まだまだ課題が

多いこの制度でございますけれども、ぜひ委員の皆様方は、試行的実施に向けましてもそ

の成り行きを注視いただきまして、課題等につきましては、また御意見等を賜りたいと思

っております。 

 本当に短期間の間に集中的な議論となりましたけれども、様々な御意見を頂戴いたしま

して、大変ありがとうございました。 

 また、事務局では、丁寧に様々なことをまとめていただきまして、この制度が一歩ずつ

前進していくことを私たちも祈念しております。よろしくお願いいたします。 

 それでは、これで閉会とさせていただきますが、次回の開催につきましては、事務局か
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らお願いいたします。 

○司会 次回の開催につきましては、確定次第、追ってお知らせをさせていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

○倉石座長代理 そういうことでございますので、また後に日程等がありましたら連絡を

させていただきますので、そのときには御列席いただきまして、御意見のほうよろしくお

願いいたします。 

 それでは、御出席いただきました皆様、それから、オンラインで御参加いただきました

皆様、発言が短時間ということになりまして、なかなか御発言いただけなかった部分はあ

ろうかと思いますけれども、御協力いただきまして、どうもありがとうございました。 

 では、これで閉会とさせていただきます。ありがとうございました。 


